＜毛呂山町　公告前建築承認・中間検査等のご案内＞　R7.4
　開発許可後の公告前建築承認・変更許可(届) ・地位承継・廃止・中間検査の手続きは、以下のとおりです。（着手・完了検査の手続きは別資料参照）

	[bookmark: _Hlk196413338]毛呂山町役場　まちづくり整備課　開発建築係
入間郡毛呂山町中央２―１
電  話：（０４９）２９５－２１１２（代）　内線１５９
　E-mail：mati@town.moroyama.saitama.jp
	様式ダウンロード
「毛呂山町行政サイト⇒
事業者の方へ⇒開発・建築⇒
開発許可制度について⇒
申請書等の様式について」



[bookmark: _Hlk196404134][bookmark: _Hlk196404388]１　公告前建築等承認申請（法第３７条第１項・様式第１０号（正副２部））
完了検査の対象は排水施設も含め許可に係る全ての開発行為に関する工事となります。
工程上、建築工事と切り離して施工ができない場合、開発許可条件である工事完了公告前の建築制限の解除の承認を受ける必要があります。承認基準に適合する場合で、開発工事の完了前に建築工事に着手したいときは、公告前建築等承認を受けてください。
＜承認基準＞・新たに公共施設を設置する場合、原則として公共施設が完成していること。
　　　　　　・開発工事を先行すると設備の破損の恐れがあるなど支障があること。
　　　　　　・開発区域が明確になっていること。
	
	添付書類
	備考

	1
	委任状
	（代理者が申請等を行う場合）
①代理者の資格、住所、電話、ＦＡＸ又はメールアドレス
②委任の範囲　等を明記

	2
	土地利用計画図
	審査済印のあるもの

	3
	工事工程表
	開発工事（先に竣工すること。）と建築工事（公告前承認後に着工すること。）に分けて記載

	4
	求積図（実測）
	境界杭の写真番号と整合

	5
	境界杭の写真
	全ての境界杭で杭番号を明示



２　開発行為の変更許可申請（法３５条の２・町規則第８号様式　正副２部）
●手数料＝①設計変更＝開発区域面積に応じて規定する額の1/10
＋②新たな土地の開発区域編入による変更＝編入した面積に応じて規定する額
＋③その他（予定建築物の用途・工事施行者・資金計画）の変更＝10,500円

３　開発行為の軽微な変更届（法３５条の２・町規則第９号様式　正副２部）

　　開発行為の変更を行う場合、変更の内容により変更許可（設計変更等）又は届出が必要となりますので、完了検査に間に合うように早めに相談してください。
　●添付書類＝変更事項に係る書類・図面（変更前（審査済印のあるもの）・変更後）
開発（変更）許可通知書（写し）
[bookmark: _GoBack]
４　地位承継承認申請（法第４５条・手続規則第２３号様式　正副２部）
　　開発許可後、工事完了前に開発許可を受けた者の地位を特定承継（事業の譲渡等）した場合（相続・合併等による一般承継（法４４条）の場合は承継を受けた者が届出（様式なし））、承継を受けた者が地位承継承認申請をし、基準に適合すれば承認を受けることとなります。
	
	添付書類
	備考

	1
	委任状
	（代理者が申請等を行う場合）①代理者の資格、住所、電話、ＦＡＸ又はメールアドレス ②委任の範囲　等を明記

	2
	土地登記事項証明書
(全部事項証明書)
	所有権等が変更になった場合

	3
	土地・建築物・工作物権利者の同意書
	申請者本人が権利者の場合は不要
①実印押印（境界線上の塀等の工作物は認印で可）　②抵当権等の所有権以外の権利者含む。

	4
	上記権利者の印鑑証明書
	申請者本人が権利者の場合は不要
申請日以前３か月以内に交付されたものでマイナンバーの記載がないもの

	5
	開発行為に関する工事を施行する権利の取得を証する書類
	売買契約書、現在開発行為に関する工事を施行する権利を有する者の同意書等

	6
	資力・信用を証する書類
	自己居住用又は１ha未満の自己業務用は不要
（宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域内で許可を要する盛土等の行為を伴う場合は必要）
①資金計画書　②工事費見積書　③残高証明書・融資証明書　④納税証明書（前年度の法人税又は所得税）　⑤申請者の業務経歴書　⑥工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書　⑦暴力団等に該当しない旨の誓約書

	7
	許可書等
	開発行為許可通知書等の写し

	8
	その他
	開発許可を受けた者について許可基準上の要件があった場合、承継した者が要件を満たすことを証する書類



５　開発行為に関する工事の廃止届（規則第３２条・別記様式第８　正副２部）
　　開発許可後に工事を取りやめることとなった場合、開発（変更）許可書を添えて廃止届を提出してください。廃止届が受理されると開発許可を受けたことによる権利・義務が消滅し、開発登録簿を閉鎖します。なお、開発工事着手後に廃止する場合は、現場の安全措置等について町からの指示を受けて実施してから受理されることとなります。

６　中間検査依頼（手続規則第３条第３項・第５号様式（正副２部））
開発道路、よう壁、橋りょうの築造などがある場合、中間検査が必要な工程に達したときに必ず中間検査を受けてください。
　⇒４ページ　中間検査　及び　別資料の完了検査・過去の工事の指摘事項　参照
	工種
	中間検査が必要な工程

	開発道路
	路盤工完了時

	よう壁等（切土で高さ２ｍを超えるがけ又は盛土で高さが１ｍを超えるがけ）
	①基礎工の着手時　　　　　　　　　②地盤改良・杭基礎完了時
③土工事（擁壁基礎の支持地盤）完了時
④配筋工の完了時

	橋りょうの基礎工
	①地盤改良・杭基礎工完了時　　
②土工事（橋梁基礎の支持地盤）完了時
③配筋工完了時


中間検査が必要な工程に達することが確実になった時点で、検査日程を調整してから依頼書を提出してください。
	
	添付書類
	備考

	1
	土地利用計画図
	審査済印のあるもの

	2
	施工状況の写真
	義務擁壁、開発道路施工状況で中間検査時目視できないもの



※　これらが確認できない場合には、再検査等になることがあり次の工程に進めませんので、申請者（代理人）の方は検査前に必ず状況の確認をお願いします。
[bookmark: _Hlk196413480]
中間検査

１　中間検査時に用意するもの
　〔　関係書類等　〕
	 ①開発行為許可書(副本)
 ②骨材（モルタルやコンクリートに調合に混ぜる砂、砂利）の試験成績表等
③設計及び工法の根拠となった支持地盤の地質調査及び試験結果等


　〔　検査器具　〕
	①◆スチールテープ（５０ｍ以上のもの　→５０ｍ以上のりがある場合には、
　　　相応した本数）　◆コンベックス（５ｍ程度）　◆下げ振り
②◆ポール　◆ピンポール　◆レベル　◆スタッフ　◆水糸　◆勾配定規
③◆スコップ　◆つるはし　◆下水管ミラー　◆懐中電灯　◆バケツ等
④・戴荷試験等を行うための検査器具一式
⑤テーブル等、図面を広げて資料の照合・判定ができる場所



２　中間検査の出席者
本人・代理人、設計者、工事施行者など、施工方法や設計の考え方を説明できる方とし、検査に必要な人数の出席をお願いします。

３　中間検査の主な検査内容
（１）よう壁等
　　①支持地盤の状況
　　②（砕石等）工事の締固め状況
　　③基礎杭の施行状況　◆杭の配列　◆杭長　◆杭種　◆支持層の確認等
　　④配筋の施行状況　　◆鉄筋の種類・径　◆間隔　◆本数　◆かぶりの厚さ
　　　　　　　　　　◆継手の位置・長さ・定着の長さ　◆鉄筋のミルシート等
　　⑤擁壁勾配（ブロック積み等の場合）
　　⑥開発区域境界線等の確認

（２）開発道路
　　①路盤の状況
　　②砂置換法等（又は載荷試験）による密度試験と試験結果の確認（事前に試験箇所と
箇所数を町に確認しておくこと。）
　　③側溝等の敷設状況
　　④道路幅員・延長の計測
　　⑤道路レベル（完了時）等の確認

（３）橋りょう配筋
　　○配筋の施工状況　◆鉄筋の種類・径　◆間隔　◆本数　◆かぶりの厚さ
　　　　　　　◆継手の位置・長さ・定着の長さ　◆鉄筋のミルシート等
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